
100%

75%

85%

95%

100%

100%

75%

85%

95%

100%

給与等の収入金額の合計額を
「4」で割って千円未満の端数
を切り捨てます（算出金額A)

給与等の収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払金額）

か ら ま で

年金を受取
る人の年齢

①公的年金等の
収入金額の合計

②割合

③控除額

※公的年金等所得以外の合計所得

収入金額－1,950,000 円

収入金額×0.9－1,100,000 円

A×3.2－440,000 円

8,500,000円以上

給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額

0 円

給与所得の金額

1千万円以下 ～2千万円以下 2千万円超

A×2.8－80,000 円

（公的年金等の収入金額の合計額が90万円までの場合は、所得金額は0円となります。）

40万円50万円60万円

27.5万円 17.5万円 7.5万円

68.5万円 58.5万円 48.5万円

145.5万円 135.5万円 125.5万円

195.5万円 185.5万円

130万円以下

130万円超～410万円以下

410万円超～770万円以下

770万円超～1千万円以下

1千万円超 175.5万円

330万円以下

330万円超～410万円以下

650,999円まで

円

6,600,000

3,600,000

1,900,001

8,499,999

6,599,999

3,599,999

651,000 1,900,000

円

6
5
歳
未
満

(

前
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点

）

（公的年金等の収入金額の合計額が40万円までの場合は、所得金額は0円となります。）

6
5
歳
以
上

（

前
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点

）

100万円110万円

27.5万円 17.5万円 7.5万円

90万円

770万円超～1千万円以下

195.5万円 185.5万円 175.5万円

68.5万円 58.5万円 48.5万円

145.5万円 135.5万円 125.5万円

1千万円超

410万円超～770万円以下

※同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

公的年金等に係る雑所得の速算表

給与所得の速算表

求める所得金額＝①×②－③

参
考

所得の速算表

事業所得（営業・農業・不動産）、雑所得など

所得金額＝収入金額－必要経費

※同一年分の公的年金等所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。


